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報 3 

報告第３号  

   専決処分について  

 浜小学校北棟等耐震補強工事請負契約の変更契約の締結について、平

成２５年６月１２日次のとおり専決処分したので、報告し、承認を求め

る。  

  平成２５年７月９日提出  

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 契約の目的  浜小学校北棟等耐震補強工事請負契約の変更のため  

２ 契約の内容  工事場所 尼崎市浜２丁目２１番１号  

         工事概要 北棟等耐震補強工事  

３ 契約の金額  １７４，９４３，６５０円  

４ 契約の相手方 尼崎市武庫町３丁目１１番２８号  

          株式会社松善工務店  

           代表取締役 紺 屋 一 弘  

 

 

 

（説 明）  

  平成２４年６月２６日に議決された浜小学校北棟等耐震補強工事の

設計変更に伴う工事請負契約の変更契約を締結するに伴い、急施を必

要としたので、地方自治法第１７９条第１項の規定により、専決処分

をした。よって同条第３項の規定により、本案を提出する。  



報 3-2 

（参 考）  

Ⅰ 工事概要  

種 別  内                容  

建 築  

北棟耐震補強工事  

鉄筋コンクリート造り  ４階建て １棟  

 延べ面積  ３，３５６平方メートル  

 主な工法  ＫＴブレース工法  

体育館耐震補強工事  

鉄筋コンクリート造り  ２階建て １棟  

 延べ面積  ８９３平方メートル  

 主な工法  鉄骨ブレース工法  

給食室棟耐震補強工事  

鉄骨造り  １階建て １棟  

 延べ面積  ２１６平方メートル  

 主な工法  ブレース工法  

 耐震補強工事に伴う電気設備工事  

 

今回変更内容  

１ 躯体部分欠損補修  

２ 内壁のひび割れ補修等  

 

Ⅱ 変更前契約  

１ 契約の目的  浜小学校北棟等耐震補強工事請負のため  

２ 契約の内容  工事場所 尼崎市浜２丁目２１番１号  

         工事概要 北棟等耐震補強工事  

３ 契約の方法  一般競争入札  

４ 契約の金額  １６４，５３５，０００円  

５ 契約の相手方 尼崎市武庫町３丁目１１番２８号  

          株式会社松善工務店  

           代表取締役 紺 屋 一 弘  
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 条 例 



 



議 94 

議案第９４号 

尼崎市自動車運送事業移譲事業者選定委員会条例について 

尼崎市自動車運送事業移譲事業者選定委員会条例を次のように制定す

る。 

平成２５年７月９日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

   尼崎市自動車運送事業移譲事業者選定委員会条例 

（設置） 

第１条 尼崎市自動車運送事業のうち一般乗合旅客自動車運送事業（道

路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イに掲げる一般

乗合旅客自動車運送事業をいう。）を引き継ぐ一般乗合旅客自動車運

送事業者（同法第９条第１項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業

者をいう。）（以下「移譲事業者」という。）の選定に関する事項を

調査審議させるため、市長の付属機関として、尼崎市自動車運送事業

移譲事業者選定委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（組織） 

第２条 委員会は、委員５人以内で組織する。 

２ 委員は、学識経験者及び公認会計士のうちから市長が委嘱する。 

３ 委員は、移譲事業者の選定に関する事項の調査審議が終了したとき

は、解嘱されるものとする。 

（委員長） 

第３条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委

員長が指名する委員がその職務を代理する。 

（招集） 

第４条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。 

（会議） 

第５条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くこと

ができない。 



議 94-2 

２ 委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数の

ときは、委員長の決するところによる。 

（意見の聴取等）  

第６条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に

出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求める

ことができる。  

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事

項は、委員長が委員会に諮って定める。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（招集の特例） 

２ 最初に招集される委員会は、第４条の規定にかかわらず、市長が招

集する。 

 

 

 

（説 明） 

  尼崎市自動車運送事業移譲事業者選定委員会を設置するため、条例

制定が必要であることから、本案を提出する。 

 

 

 



議 95 

議案第９５号 

   尼崎市立保育所移管法人選定委員会条例について 

 尼崎市立保育所移管法人選定委員会条例を次のように制定する。 

  平成２５年７月９日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

尼崎市立保育所移管法人選定委員会条例 

（設置） 

第１条 尼崎市立保育所の運営の業務を引き継ぐ法人（以下「移管法

人」という。）の選定に関する事項を調査審議させるため、市長の付

属機関として、その引継ぎが行われることとなる尼崎市立保育所（以

下「移管対象保育所」という。）ごとに尼崎市立保育所移管法人選定

委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（組織） 

第２条 委員会は、委員６人以内で組織する。 

２ 委員は、学識経験者、市民団体の代表者及び移管対象保育所に入所

している児童の保護者の代表者のうちから市長が委嘱する。 

３ 委員は、移管法人の選定に関する事項の調査審議が終了したときは、

解嘱されるものとする。 

（委員長）  

第３条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。  

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。  

３ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委

員長が指名する委員がその職務を代理する。 

（招集）  

第４条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。 

（会議）  

第５条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くこと

ができない。  

（意見の聴取等）  

第６条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に



 

議 95-2 

出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求める

ことができる。  

（委任）  

第７条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事

項は、委員長が委員会に諮って定める。  

   付 則  

（施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。  

（招集の特例）  

２ 最初に招集される委員会は、第４条の規定にかかわらず、市長が招

集する。  

（経過措置）  

３ この条例の施行の際現に尼崎市立保育所移管法人選考委員会設置要

綱（以下「要綱」という。）の規定により移管対象保育所ごとに置か

れている尼崎市立保育所移管法人選考委員会（以下「旧委員会」とい

う。）は、第１条の規定により置かれた委員会（当該移管対象保育所

に係るものに限る。）とみなす。  

４ この条例の施行の際現に要綱の規定により旧委員会の委員として委

嘱されている者は、第２条第２項の規定により委員会（当該旧委員会

に係る移管対象保育所に係るものに限る。）の委員として委嘱された

者とみなす。  

 

 

 

（説 明）  

尼崎市立保育所移管法人選定委員会を設置するため、条例制定が必

要であることから、本案を提出する。  



議 96 

議案第９６号 

尼崎市産業問題審議会条例の一部を改正する条例について    

 尼崎市産業問題審議会条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 

  平成２５年７月９日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

尼崎市産業問題審議会条例の一部を改正する条例 

尼崎市産業問題審議会条例（昭和５６年尼崎市条例第１７号）の一部

を次のように改正する。 

第３条第２項中「者」の次に「及び市議会議員」を加え、同条第５項

中「当該」を「第３項の」に改める。 

第４条第１項中「委員」の次に「（臨時委員を除く。次項並びに次条

第１項及び第３項において同じ。）」を加え、同条第２項中「補欠委

員」を「委員の辞任等により後任の委員を委嘱する場合における当該後

任の委員」に、「前任者」を「前任の委員」に改める。 

第７条第１項中「委員」の次に「（臨時委員を含む。以下同じ。）」

を加える。 

第８条第１項中「部会」を「、部会」に改め、同条第２項を次のよう

に改める。 

２ 部会は、会長が指名する委員で組織する。 

第８条第３項中「、部会に」を「、その部会に」に改め、同条第４項

中「、第６条及び前条」を「及び前２条」に改め、同項に後段として次

のように加える。 

この場合において、前条第１項中「、委員」とあるのは「、部会に

属する委員」と、同条第２項中「委員」とあるのは「部会に属する委

員」と読み替えるものとする。 

第９条中「及び臨時委員」を削る。 

第１１条中「市長が」を「会長が審議会に諮って」に改める。 

付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



議 96-2 

（説 明） 

尼崎市産業問題審議会を設置するため、条例改正が必要であること

から、本案を提出する。 

 

 



議 97 

議案第９７号 

   尼崎市公園緑地審議会条例の一部を改正する条例について 

 尼崎市公園緑地審議会条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 

  平成２５年７月９日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

尼崎市公園緑地審議会条例の一部を改正する条例 

尼崎市公園緑地審議会条例（平成元年尼崎市条例第１４号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第２項中「公園、緑地等について知識経験を有する」を「学識

経験者、市議会議員その他市長が適当と認める」に、「委嘱し、又は任

命する」を「委嘱する」に改め、同条第５項中「当該」を「第３項の」

に改める。 

第３条第１項中「委員」の次に「（臨時委員を除く。次項並びに次条

第１項及び第３項において同じ。）」を加え、同条第２項中「補欠委

員」を「委員の辞任等により後任の委員を委嘱する場合における当該後

任の委員」に、「前任者」を「前任の委員」に改める。 

第６条第１項中「委員」の次に「（臨時委員を含む。以下同じ。）」

を加える。 

第７条第１項中「部会」を「、部会」に改め、同条第２項中「会長

の」を「会長が」に改め、同条第３項中「、部会に」を「、その部会

に」に改め、同条第４項中「、第５条及び前条」を「及び前２条」に改

め、同項に後段として次のように加える。 

この場合において、前条第１項中「、委員」とあるのは「、部会に

属する委員」と、同条第２項中「委員」とあるのは「部会に属する委

員」と読み替えるものとする。 

第８条中「及び臨時委員」を削る。 

第１０条中「市長が」を「会長が審議会に諮って」に改める。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



 

議 97-2 

（説 明）  

尼崎市公園緑地審議会を設置するため、条例改正が必要であること

から、本案を提出する。  

 

 

 



 

 その他 



 



議 98 

議案第９８号  

   工事請負契約について  

 立花中学校北棟等耐震補強工事請負契約を次のとおり締結するため、

議決を求める。  

  平成２５年７月９日提出  

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 契約の目的  立花中学校北棟等耐震補強工事請負のため  

２ 契約の内容  工事場所 尼崎市上ノ島町３丁目１番１号  

         工事概要 北棟等耐震補強工事  

３ 契約の方法  一般競争入札  

４ 契約の金額  ２７０，９００，０００円  

５ 契約の相手方 尼崎市玄番南之町４番地  

          株式会社柄谷工務店  

           代表取締役 柄 谷 順 一 郎  

 

 

 

（説 明）  

  立花中学校北棟等耐震補強工事を施行するため、議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、

本案を提出する。  



議 98-2 

（参 考）  

   工事概要  

種 別  内                容  

建 築  

北棟耐震補強工事  

鉄筋コンクリート造り ４階建て １棟  

 延べ面積  ２，１６６平方メートル  

 主な工法  ピタコラム工法  

体育館耐震補強工事  

鉄筋コンクリート造り (一部鉄骨造り )２階建て １棟  

 延べ面積  １，０７９平方メートル  

 主な工法  鉄骨屋根補強  

便所棟耐震補強工事  

鉄筋コンクリート造り ３階建て １棟  

 延べ面積  １６８平方メートル  

 主な工法  耐震壁新設  

 耐震補強工事に伴う電気設備工事  

     〃    機械設備工事  

 

 

 

 

 


